
4-(1) 
有料老人ホームの届出について 

～老人福祉法第 29条～ 

有料老人ホームとは、老人を入居させ、次のいずれかのサービスを

提供する（予定も含みます）施設です。 

  ① 入浴、排せつ、食事の介護    ② 食事の提供 

  ③ 洗濯、清掃などの家事      ④ 健康管理 

 Ｑ：高齢者が数名しか入居していない場合も、有料老人ホームに該当しますか。 

 Ａ：高齢者を 1人でも入居させ、介護等サービスを提供する場合は、該当します。 

   （老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護事業所等を除きます。） 
 
 Ｑ：入居サービス又は介護等サービスを委託して運営する場合、又はそれぞれのサ

ービスを別法人が運営する場合も、有料老人ホームに該当しますか。 

 Ａ：それぞれのサービスを委託して運営する場合や、別法人が運営する場合であっ

ても斡旋・紹介するなどにより一体的な運営が認められれば、該当します。 

 

有料老人ホームに該当する場合には、あらかじめ届出が必要です。 

 Ｑ：なぜ届出が必要なのですか。（老人福祉法の趣旨） 

 Ａ：有料老人ホームは、高齢者福祉に大きく関わる住まいの場であることから、 

   あらかじめ事業者と行政との連携体制を構築しておくためです。 
 
 Ｑ：有料老人ホームに該当する場合には、必ず届出が必要ですか。 

 Ａ：老人福祉法第２９条で定められており、届出が必要です。 

 

有料老人ホームにおける居住の質を確保するため、「名古屋市有料老

人ホーム設置運営指導指針」で構造設備などの基準を定めています。 

 Ｑ：「指針」には、どのような内容が定められていますか。 

 Ａ：入居する高齢者の福祉向上と安定的継続的な施設運営を図るため、構造設備や

管理運営に関する事項を定め、質の高い施設運営を目指すものです。 
 
 Ｑ：構造設備などが「指針」の基準に適合できない場合も、届出は必要ですか。 

 Ａ：基準に適合できない場合であっても 届出が必要ですので、下記の窓口へご相

談ください。 

 

届出・相談

窓 口 

名古屋市役所 健康福祉局 介護保険課 指導係 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 TEL：052-972-2592 FAX：052-972-4147 

指針・手続

関 係 情 報 

ＮＡＧＯＹＡかいごネットに掲載しています。 

「事業者のページ」-「有料老人ホームの届出について」 
 


